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１ 趣 旨

東京電力福島第一原子力発電所事故に係る県分の損害について
は、平成２３年度以降、原発事故対応に要した費用を、東京電力
ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）に対し、賠償
請求を行ってきたところである。
このうち、平成２５年度分から２７年度分の事業費及び人件費に

係る一部不払い分について、平成２９年７月と平成３０年１月に、原
子力損害賠償紛争解決センター（以下「ＡＤＲセンター」という。）に対
し、和解仲介（あっせん）の申立てを行い、令和４年５月にＡＤＲセン
ターから和解案が提示され、県では内容を精査し、概ね妥当としてい
たところであるが、相手方の東京電力では、和解案の受諾の判断に
時間を要していたところである。
先般、ＡＤＲセンターから東京電力が和解案を受諾するとの通知が
あったことから、和解しようとするもの。  

２ 概 要
（１）和解の相手方
東京電力ホールディングス株式会社
（東京都千代田区内幸町一丁目１番３号）

（２）申立額及び和解金の状況（平成２５年から２７年度分）

３ 和解の理由
（１） ＡＤＲセンターの仲介委員（弁護士）により審査・提案された和解
案であり県の顧問弁護士も妥当としていること。

（２）近隣県における和解金認容率も概ね４割程度であること。

（３）以下のとおり、県の主張がある程度認められたと評価できること。
①事故対応のため雇用した臨時職員の経費をはじめ，除染や放射
線・放射能測定等の事故対応に直接関連する取り組みの経費が
全額認容された。
②風評対策のための農林水産物のPR等の事業や正規職員の人
件費の時間外勤務手当など、東京電力が事故との関連性を否定
する経費も約４７％認容された。
③東京電力が賠償を拒否した震災復興特別交付税で財源措置し
た経費も認容された。
 

 
４ 今後の対応
（１）地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、県議会６月定
例会において予算外議案として提出し、御審議いただく予定。

（２）議決をいただいた場合には、ＡＤＲセンターを通じて東京電力と
和解契約書を取り交わし、その後、和解金が支払われる見込み。

（３）平成２８年度以降の賠償請求の一部不払い分については、今回
の和解内容を踏まえ、改めて賠償するよう、東京電力ホールディング
ス株式会社と交渉を継続する。



別添資料

県

・「東京電力福島第
一原子力発電所事
故被害対策実施計
画」を策定し、事故
被害対策に取り組む。
・同計画に掲載され
た事業の経費と対応
職員の人件費を東
京電力に損害賠償
請求している。

東京電力

・福島第一原子力発電
所事故の損害賠償に取
り組む。
・国の「損害の範囲の
判定等に係る中間指
針」に基づき賠償を行う
が、同指針で明示され
ていない損害は賠償を
拒否する傾向がある。

① 賠償請求

② 一部賠償

（不払い分発生）

原子力損害賠償紛争解決センター
（ＡＤＲセンター）

・「原子力損害賠償紛争審査会」（文科省）の下に
設置され、原子力損害賠償の紛争解決を行う。
・仲介委員は弁護士が務め、中立・公正な第三者
として審理を行い、和解を仲介する。

③ 不払い分の
和解仲介申立て ④ 和解仲介

⑤ 和解金支払い

① 原発事故損害賠償の一連の流れ ② ＡＤＲセンターによる和解金額認容の考え方

区分 主な内容

①賠償なし ・事故以前から定期的に開催されていた会議・研修
会・催事に係る委託費，旅費等
・事故対応と直接の関連がない（主たる議題ではな
い）会議・研修会等に係る旅費等
・事故対応と直接の関連がない、書籍等の購入費
・汎用性のある機器（放射線・放射能以外の測定機，
PC等）の購入費，修繕費等

②全額賠償 ・事故対応のため雇用した臨時職員の賃金・共済費
・事故対応のための会議・研修会等に係る旅費、講
師謝金等
・除染対策支援のための自動車リース料
・放射線・放射能測定に係る委託料、機器の校正費・
購入費及び資材購入費
・農林業者向け事故対策資金の利子補給

③一部賠償 ・風評対策のための農林水産物PR等、事故対応の
ため取り組まれた各種事業に係る経費（資材購入費、
使用料、旅費、講師謝金、委託料等）について寄与
度に応じ認容（一部賠償全体での認容率は約４７％）
・事故対応に要した人件費の専従職員分本給のうち、
原子力安全対策課の事故対策担当職員１名分相当
を認容
・事故対応に要した正規職員の時間外勤務手当の
約４７％を認容

その他 ②、③で認容した経費のうち、震災復興特別交付税
で財源措置した経費を全額認容。
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